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市町名 建物全壊（棟） 死者（人） 負傷者（人）

栃木市 8,774 （14,710） 5,604 （11,792）  566 （910）

　 危機管理課  ☎（21）2551／県公式ホームページ
http://www.pref.tochigi.lg.jp/c02/kouhou/20130516jisinhigaisouteityousa.html

◆調査の概要
　県は、地域防災計画や防災行政、県民の自助力の向上など
を目的とした、地震被害想定調査を平成25年度に実施し、
その調査結果を本年5月27日に公表しました。
　今回の調査は、地盤のデータを基に、揺れ・液状化・土
砂災害の予測を250ｍメッシュにより想定、これに建物被害・
人的被害及びライフラインや交通等の被害を季節や時間帯別
に想定し、活断層による地震の影響が少ない地域でも防災行
政の参考になるよう、県庁直下（Ｍ7.3）と、市役所・町役場
直下（Ｍ6.9）を設定して行われました。
◆栃木市役所直下地震の被害想定
　この結果、栃木市役所（旧庁舎）直下の場合、県内全域で
の建物の全壊が１万4,710棟（うち市内では8,774棟）、死者
は910人（うち市内では566人）におよび、県内全域で最大
規模の被害になると想定されました。

□被害想定が県内最大規模となった要因
○思川や巴波川及び永野川沿いから渡良瀬遊水地にかけての
土質が砂質・地下水が豊富⇒地震の揺れにより河川沿い及び
渡良瀬遊水地周辺で液状化現象が起こる確率が高いこと
○中心市街地が住宅密集地域で、耐震性の低い古い木造建
築の家屋等の比率が高いこと
○地震発生の想定時期が冬場の深夜であること
◆調査結果を踏まえて
　国が全国の活断層を調査して発表した地震動予想では、今
後30年間に県内の大半が震度6強以上に見舞われる確率は0.1
％以下とされており、今回の調査は、あくまで想定外をなくす
ための『万が一の想定』です。実際に起きる可能性が高いとい
うことではありませんので、冷静な対応をお願いします。
　しかし、地震に限らず、災害はいつどこで起こるかわかり
ません。万が一に備えて日ごろから災害への備えを心がけまし
ょう。
　市では、今後とも災害に強く、笑顔で暮らせる安全安心の
まちづくりを推進するとともに、地震に限らず、すべての災害
から市民の生命や財産を守るため、迅速かつ確実に防災情報
を市民にお知らせする緊急防災情報伝達システムを整備中で
あり、快適で安全安心に暮らせるまちを築いていきます。

　今回は、一般財団法人とちぎメディカルセンターが実施して
いる第1病院（仮称）の整備状況のお知らせです。本年3月
に着工した建設工事は、現在、大型クレーンの設置を始め、
基礎工事等が順調に進んでいます。今後の予定は、8～10月
ころ鉄骨建方工事、11～翌年2月ころ地上躯体工事、鉄筋
工事、コンクリート工事、外装工事等となっており、大がか
りな工事になってきますが、建設会社と共に安全第一に進め
ています。
　市も、市民の皆さんが安心して生活できる医療体制の整備
に向けて、今年度も新病院周辺整備工事（道路・水道・下
水道）を引き続き行う予定です。近隣の皆さんには、大変ご
迷惑をお掛けしていますが、協力をお願いします。
　 地域医療対策室  ☎（21）2336

（）内の数字は県内全体の被害数。地震発生の想定時期は冬の深夜
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新庁舎への寄付新庁舎への寄付
ありがとうございますありがとうございます
新庁舎への寄付
ありがとうございます

　新庁舎完成に伴い、市民の皆さんをはじめ各種団体の皆
さんから、下記のとおり様 な々寄付をいただきました。
　今後、庁舎内の和みの空間づくり、魅力ある空間づくりに
寄与するものと考えています。ありがとうございました。

藤沼　多門　様　　　　　　　　絵　画

鈴木　杏子　様　　　　　　　　ブロンズ像

須藤　英子　様　　　　　　　　ちぎり絵

菅原　　弘　様　　　　　　　　絵　画

永田　益子　様　　　　　　　　絵　画

陶磁器

フレスコ画

世界時計

テレビ

栃木信用金庫
理事長　伏木　昌人　様
栃木ロータリークラブ
会長　寺内　治雄　様
栃木西ロータリークラブ
会長　堀越　元樹　様
日立アプライアンス（株） 
栃木事業所長　横山　英範　様

寄　付　者 寄付物品 寄　付　者 寄付物品

管財課  ☎（21）2606本
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相　　　　　談 日　　　時 場所 / 問合せ

○弁護士相談（事前に要予約）

○総合相談
　（行政・人権・家庭児童・青少年）

○市民相談（日常生活の問題など）

○消費生活相談

○年金相談

○外国人相談

○行政相談

○人権相談

○合同相談
　（行政・人権・心配・困りごと）

○いじめ相談電話
　土･日･祝日･時間外は留守番電話･ＦAX
○青少年相談（非行問題・不登校など）
○家庭児童相談
　（0～17 歳の子どもとその家族）
○ドメスティック・バイオレンス相談
　（配偶者等からの暴力）
○就労支援相談（事前に要予約）
　（35歳以下の就労相談）

〇宅地建物相談（土地・建物の売買や
　賃貸借、所有と管理に関する相談）

8月8日（金）22日（金）
10:00 ～12:00

8月8日（金）22日（金）
10:00 ～12:00
8月8日（金）
10:00 ～12:00

本庁舎／　 市民生活課　
☎（21）2122

本

本
大
藤

都
西
岩

本庁舎／　 青少年育成センター
☎（24）0667　FAX （21）2690
本庁舎／　 青少年育成センター
☎（23）6566　FAX （21）2690
本庁舎／　 家庭児童相談室
☎（21）2227
本庁舎／　 こども課　
☎（21）2229
栃木勤労青少年ホーム／栃木勤労青少年ホーム
☎（22）3113

本

本

本

本

本

本庁舎／　 市民生活課　
☎（21）2122

本

本

9月18日（木）
10:00 ～12:00

大平隣保館
☎（43）6611　　 0120－46－7830

8月18日（月）
10:00 ～12:00

藤岡公民館／　 生活環境課
☎（62）0903

藤

8月 8日（金）
10:00 ～12:00

遊楽々館／　 生活環境課
☎（55）7763

岩

8月12日（火）
9:30 ～11:30

ふるさとふれあい館／　 生活環境課
☎（43）9211

大

西8月18日（月）
13:00 ～15:00

毎週月曜日（祝日を除く）
13:00 ～21:00

西方保健センター／　 生活環境課
☎（92）0308

8月26日（火）
9:30 ～11:30

老人憩いの家／　 生活環境課
☎（29）1102

都

8月8日（金）
13:30 ～15:30

遊楽々館／　 生活環境課
☎（55）7763

岩

月～金曜日
9:00 ～17:00

本庁市民相談室／　 市民生活課
☎（21）2122　

月～金曜日
9:00 ～16:00

月～金曜日
9:00 ～17:00
月～金曜日
9:00 ～17:00
月～金曜日
9:00 ～16:00
月～金曜日
9:00 ～16:00

入舟庁舎／消費生活センター
☎（23）8899

8月12日（火）
10:00 ～12:00
8月23日（土）
20:00 ～ 22:00

大平隣保館
☎（43）6611　　 0120－46－7830

月～金曜日
8:30 ～17:15

大平隣保館　☎（43）6611　 0120－46－7830
厚生センター　☎（24）2444
　 人権・男女共同参画課　☎（21）2161

8月12日（火）
10:00 ～12:00

大平隣保館
☎（43）6611　　 0120－46－7830
藤岡公民館／　 生活環境課
☎（62）0903

藤

8月  6日（水）
10:00 ～12:00

藤岡公民館／人権・男女共同参画課
☎（21）2161

相談業務のご案内
相談は気軽にどうぞ　相談は無料で、秘密は厳守します。
住所が市内の方であれば、どこの窓口でも相談できます。

=本庁　　　　　　=都賀総合支所
=大平総合支所　　=西方総合支所
=藤岡総合支所　　=岩舟総合支所

　

とちぎメディカルセンター
第１病院 (仮称 )について
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